
 
 

 
 

保健医療ニーズとしての 

自国手話言語へのアクセスに関する 

方針説明書 

 

 

 

 

2022年12月 

重要事項 

⚫ 各国の手話言語は、ろう者が生涯を通じ、精神的、身体的、社会的に最適な健康を確保するため

に極めて重要な役割を担っている。 

⚫ ろう児が経験する「幼少期の不利なコミュニケーション」（自身が理解できる言語に接すること

ができない経験）は、健康、教育、ウェルビーイング（訳注1）等の多くの分野に負の連鎖的影響

を及ぼす。 

⚫ 言語獲得・発達にとって極めて重要な時期に、自然言語へのアクセスが持続的に欠如しているこ

とは、「言語剥奪」である。 

⚫ 家族との間接的なコミュニケーションや付随的な学習から継続的に排除されることは、「コミュ

ニケーション・ネグレクト」である。 

⚫ 「言語剥奪」や「コミュニケーション・ネグレクト」は、人工内耳や音声言語療法を優先し、自

国手話言語を排除するシステムに起因する社会的・環境的要因によって引き起こされる。 

⚫ 乳幼児期から自国手話言語に触れることで、ろう児は年齢に応じて言語発達し、書記言語／音声

言語の習熟度が高くなり、全ての領域において健全な発達を遂げる。 

⚫ 「障害者の権利に関する条約（CRPD）」では、政府が保健医療サービス（早期発見・早期介入を

含む）を提供し、これにより、幼児期を含めて障害の深刻化を最小限にし予防するべきだとされ

ている。 

⚫ 手話言語は幼児期およびそれ以降の保健医療ニーズとして認識されるべきであり、公衆衛生や健

康保険制度の一環として、手話言語サービスをろう児・家族に提供する必要がある。 

⚫ 各国の手話言語に関連する政策は、その国の代表的なろう組織と緊密に協議して立案すべきだ。 

国際手話版はこちら 

https://vimeo.com/782878779


 
 

 
 

 

ろう者が生涯を通じ、精神的・身体的・社会的に最適な健康を確保するために、自国手話言語が極め

て重要な役割を果たすことを示す証拠が増えてきている。この証拠には、多くのろう者が、幼少期に

自身が理解できる言語に触れる機会がなく、不利なコミュニケーションを経験をしたことによる長期

的な影響も含まれている。 

 

このような「幼少期の不利なコミュニケーション経験」には、養育者との直接的なコミュニケーショ

ンの障壁（「言語剥奪」）、家族との間接的なコミュニケーションやインクルージョンの障壁（「コ

ミュニケーション・ネグレクト」）などがある1。 

 

「言語剥奪」とは、言語獲得・発達にとって極めて重要な時期に、自然言語へのアクセスが持続的に

欠如していることを指す2。言語が人間の発達において基礎的な役割を果たすことを考えると、言語剥

奪に関連する影響は、様々な発達領域で見られる可能性がある3。ろう児の慢性的で継続的な言語剥奪

の経験は、思考、気分、行動を混乱させ4,5、さらに、読み書きの能力や教育成果が低下する原因とな

る2,4,6。言語剥奪は、「教育成果に大きな影響を与える要素」を阻害する。この「教育成果に大きな影

響を与える要素」とは、例えば、言語記憶の組織化（verbal memory organization）、計算能力や読み書

き能力の熟達、実行機能（訳注2）、心の理論（訳注3）、持続的注意力等がある7,8。 

 

「コミュニケーション・ネグレクト」とは、家族との間接的なコミュニケーション（およびろう児の

社会的・文化的な環境におけるその他のコミュニケーション）や付随的な学習から継続的に排除され

ることである1。これは「ディナーテーブル症候群」と呼ばれることもあり、ろう者は家族間の話し言

葉による会話を見ることに慣れているが、何の内容を話しているのか理解できていない状態を意味す

る2。このような経験は、ろう者が心理的苦痛を感じること、社会に対する知識、社会的・学問的スキ

ル、ヘルスリテラシー（訳注4）に格差が生じることの、直接的な原因である1,4。ろう児が経験する

「幼少期の不利なコミュニケーション」は、生涯を通じ、健康、教育、ウェルビーイングの多くの分

野に負の連鎖的影響を及ぼす。「幼少期の不利なコミュニケーション経験」は、糖尿病、心疾患、高

血圧、肺疾患、鬱病、不安障害など、特定の慢性的な健康状態のリスク上昇に関連することがわかっ

ている1。また、ろう児は、幼少期に虐待を受けやすいことに加え、神経的・心理的・社会的な危険因

子（第1言語獲得の遅れを含む）が高いため、メンタルヘルスの不調が起きるリスクが高い。言語剥奪

やコミュニケーション・ネグレクトによって、ろう者が情緒的、身体的、性的虐待を経験するリスク

は非常に高く、また、保健医療へのアクセスに大きな障壁がある2,8。 

 



 
 

 
 

言語の非流暢（language dysfluency）、または、どの言語においても流暢さに欠ける状態は、ろう者で

は非ろう者よりもはるかに多く、このことは、精神的健康、保健医療サービス、教育の提供において

課題をもたらしている9。ただし、言語剥奪が起きる理由は、社会的・環境的要因（特に、ろう児が手

話言語へアクセスすることを制限する医療・教育政策）であり、ろう者の言語獲得能力が生まれつき

不足しているわけではない4。政府の公的資金運営による「乳幼児のきこえのスクリーニング」や「早

期介入プログラム」では、子どもが人工内耳を使い始める際に、手話言語サービスの利用を制限した

り不足する事が頻繁にある10。と同時に、これらのプログラムを通して、「ろう児の言語発達は、子

どもの能力や、家族のろう児への対処に依存するもの」という強い信念によって、ろう者が頻繁に経

験する究極的な悪い結果に対する責任を隠そうとしている11,12。自然な自国手話言語を排除し、人工

内耳や音声言語療法を優先する早期介入システムは、人工内耳や音声言語療法の効果がないろう児の

場合、言語剥奪の高いリスクを生む原因になる7。早期介入における手話言語の排除は、読み書きの能

力や教育成果に長期的な影響を及ぼす4。さらに、後から遅れて手話言語学習を始めても、言語剥奪を

防止することはできない。また、言語剥奪が原因で起こる、精神的・身体的・社会的健康や教育に対

する生涯に渡る影響を軽減することはできない5。 

 

対照的に、ろう児・家族が、乳幼児期から自国手話言語にアクセスできる場合、ろう児は、全ての領

域で健全に発達することができ、年齢に応じて言語発達し、書記言語／音声言語が高いレベルで堪能

になる13。幼児期から多言語教育（自国手話言語と書記言語／音声言語による教育）を受けること

は、ろう児・若者を言語剥奪から守り、最適な教育・健康の成果、生涯を通じたヘルスリテラシーの

発達をサポートする1,14。多言語による早期介入・教育によって、ろう児・家族の社会的ネットワーク

も促進されるため、ろう児・若者が、ポジティブなろうアイデンティティ、ウェルビーイング、社会

資本につながる社会的関係を享受することができるようになる5,8,15。 

 

CRPD第25条は、各国政府は、障害のある人に対し、特にその障害のために必要となる保健医療サー

ビス（適切な場合は早期発見・介入や障害の深刻化を最小化し予防するためのサービス等）を、幼少

期から提供すべきとしている。 

 

CRPD第24条は、締約国に対し、自国手話言語と自国書記言語による「インクルーシブでバイリンガ

ルな手話言語教育環境」を通じて、ろう児に対し質の高いインクルーシブ教育を提供するよう義務づ

けている。このような教育環境では、政府の公式カリキュラムに従って、ネイティブに近いレベルの

自国手話言語に堪能な教師が教えるべきである。さらに、ろう児に対し、「手話をする仲間」や「手

話をする大人のロールモデル」と過ごす機会を作るべきである。 



 
 

 
 

 

つまり、手話言語は、幼児期およびそれ以降の保健医療ニーズがあると認識されるべきであり、手話

言語サービスは、公衆衛生や健康保険制度の一環として、ろう児・家族に提供されるべきである。早

期介入と手話言語サービスは、ろうの専門家、ろうコミュニティのメンバー、ろうの手話言語教師、

ろうの権利擁護団体によって指導されることが不可欠である16。CRPD第4.3条と、CRPD委員会による

「一般的意見第7号」（CRPDの監視と実施における障害のある人の参加に関する意見）は、障害のあ

る人に関する法律・政策・プログラムを設計する段階において、障害のある人が代表組織を通じ有意

義に参加できるようにする締約国の義務を強調している。「障害のある人が有意義に参加する」と

は、アクセシブルな環境で、プロセスの全ての段階（最初から最後まで）で、可能な限り全ての運営

レベル（地域単位から世界単位まで）で、行われなければならない。 

 

各国手話言語に対する誤った情報や偏見を持たせる言説（ろう者の健康上・教育上に悪い結果を永続

させるような情報・言説）と闘うことは、保健・医療・社会サービスの専門家や政府に課せられた義

務である6,17。また、保健・医療専門家や政府は、ろう児・家族ができるだけ早い時期から手話言語に

自由にアクセスし、手話言語を学べるようにすべきである。 

 

WFDは、各国政府に対し、自国手話言語を全てのろう児にとって必要不可欠な保健医療ニーズとして

認識するよう求める。さらに、WFDは、ろう児・若者が、流暢な手話言語のインプットやろうの専門

家やろうコミュニティのメンバーとの豊かで豊富な交流に、最大限アクセスできるよう、早期介入や

教育システムを設計するための措置を講じるよう求める。 

 

推奨事項 

WFDは、各国政府に以下のことを呼びかける： 

⚫ 自国手話言語を全てのろう児に必要不可欠な保健医療ニーズとして認識し、全てのろう児に手話

言語へのアクセスを確保する政策を実施すること。 

⚫ 公衆衛生・健康保険制度の一環として、ろう児・家族に自国手話言語サービスを提供すること。 

⚫ 乳幼児教育・ケアシステムにおいて、流暢な自国手話言語によるインプットや、ろうの専門家や

ろうコミュニティのメンバーとの豊かで豊富な交流を提供すること。 

⚫ 早期介入と手話言語サービスが、ろうの専門家、ろうコミュニティのメンバー、ろうの手話言語



 
 

 
 

教師、ろう者の権利擁護団体によって指導されること。 

⚫ 保健・医療・社会サービスの専門家が自国手話言語に関する正確で適切な情報を提供し、ろう

児・家族が、できるだけ早い時期から自国手話言語に自由にアクセスし学習できるようにするこ

と。 

非政府組織、国内・国際機関、開発プロジェクトは、政策・プロジェクトを進める際に、これらの推

奨事項を遵守すること。 

 

本稿は、クリスティン・スノードン（Kristin Snoddon）、ワイアット・ホール（Wyatte Hall）、プール

ナ・クシャルナガル（Poorna Kushalnagar）が執筆した。また、アレクサンダー・ブロックス

（Alexandre Bloxs）、キャシー・チョバズ（Cathy Chovaz）、キャサリン・ドリュー（Catherine 

Drew）、タウニー・ホルムズ・フリボク（Tawny Holmes Hlibok）、小林洋子（Yoko Kobayashi）、ジ

ョセフ・マレー（Joseph Murray）、ジェニファー・ジャクソン・ポール（Jennifer Jackson Paul）、ジ

ョアン・ウェーバー（Joanne Weber）が貢献した。 

 

-------------------------------- 

訳注1：ウェルビーイング 

『情報・知識 imidas』によると、 

「精神的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」あるいは「幸福度」と訳されることが

多い。ウェルビーイングは、そもそもは世界保健機関（WHO）憲章においては「身体的、精神的、社

会的に良好な状態」を意味し、よい健康状態の概念として用いられた。」 

【引用文献】"ウェルビーイング［メンタルヘルス］", 情報・知識 imidas, JapanKnowledge, 

https://japanknowledge.com , (参照 2023-04-06) 

 

訳注2：実行機能 

『現代心理学辞典』によると、 

「心的機能の１つで，遂行機能とも訳される。課題目標（task goal）に適合するように，思考と行動

を管理・統制し，柔軟に調整・変化させ，複雑な課題を遂行することを可能にする制御機能の総称で

ある。」 

【引用文献】"実行機能", 有斐閣 現代心理学辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 

2023-04-10) 

 



 
 

 
 

訳注3：心の理論 

『情報・知識 imidas』によると、 

「自己と他者の心理状態の区別をしたり、行動の説明や予測をするための認知的枠組みのこと。想像

や意図などの心的表象と現実との区別、自己と他者の区別ができることが条件である。」 

【引用文献】"心の理論［心理学］", 情報・知識 imidas, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , 

(参照 2023-04-10) 

 

訳注4：ヘルスリテラシー 

『情報・知識 imidas』によると、 

「読み書き能力という意味の「literacy」から派生した言葉で、「健康情報を入手し、理解し、評価

し、活用する能力」を意味する。」 

【引用文献】"ヘルスリテラシー［健康／医学］", 情報・知識 imidas, JapanKnowledge, 

https://japanknowledge.com , (参照 2023-04-06) 
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